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新 旧 備考 

限度額設定型貿易保険運用規程 
平成 15 年 4 月 1 日 03-制度-00019 

沿革 平成 22 年 12 月 27 日 一部改正 
 
 

第１条 ～ 第２条 （略） 

 
（保険契約の締結等） 

第３条 日本貿易保険は、保険契約の締結、保険金支払限度額

の増額又は仕向国の追加を、申込みのあった月の翌月（保険

契約の締結の日の属する月の１日から３月を経過する以前に

保険金支払限度額の増額に係る申し込みがあった場合には、

３月を経過した月）の１日に行う。ただし、１日が日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178
号）に規定する休日（以下「休日」という。）に該当するとき

は直後の日本貿易保険の営業日に行う。 
２ 保険金支払限度額は、約款第２条に規定する保険関係成立

期間中であって、保険契約の締結の日の属する月の１日から

３月を経過した以降１回に限り増額することができる。ただ

し、次条第３項本文に定める方法による保険料の分割納付を

する場合は、二回目に納付すべき保険料を納付した後でなけ

れば保険金支払限度額を増額することはできない。 

３ 仕向国は、約款第２条に規定する保険関係成立期間中に限

り追加することができる。 
４ 約款第２条に規定する引受保険金額上限額は、保険金支払

限度額の合計額（第２項の規定により保険金支払限度額の増

額が行われた場合には、増額後の合計額）の 20 倍とする。た

だし、保険関係が成立する輸出契約等に係る保険金額の累計

額が、保険金支払限度額の 20 倍を超える可能性があると日本

貿易保険が認めた場合は、20 倍を超えて設定することができ

る。 
５ 日本貿易保険は、同一被保険者について、約款による２以
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        沿革       （略）            
 
 
第１条 ～ 第２条 （略） 

 

（保険契約の締結等） 

第３条 日本貿易保険は、保険契約の締結、保険金支払限度額

の増額又は仕向国の追加を、申込みのあった月の翌月（保険

契約の締結の日の属する月の１日から３月を経過する以前に

保険金支払限度額の増額に係る申し込みがあった場合には、

３月を経過した月）の１日に行う。ただし、１日が日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178
号）に規定する休日（以下「休日」という。）に該当するとき

は直後の日本貿易保険の営業日に行う。 
２ 保険金支払限度額は、約款第２条に規定する保険関係成立

期間中であって、保険契約の締結の日の属する月の１日から

３月を経過した以降１回に限り増額することができる。 

 

 

 

３ 仕向国は、約款第２条に規定する保険関係成立期間中に限

り追加することができる。 
４ 約款第２条に規定する引受保険金額上限額は、保険金支払

限度額の合計額（第２項の規定により保険金支払限度額の増

額が行われた場合には、増額後の合計額）の 20 倍とする。た

だし、通知される輸出契約等に係る保険金額の累計額が、保

険金支払限度額の 20 倍を超える可能性があると日本貿易保

険が認めた場合は、20 倍を超えて設定することができる。 
 

５ 日本貿易保険は、同一被保険者について、約款による２以

 

 

 

 

 

 

 



限度額設定型貿易保険運用規程・新旧対照表 
上の保険契約を締結しない。ただし、日本貿易保険が認めた

場合は、この限りではない。 
６ 約款第８条第５項に規定する被保険者は、保険利用者名（シ

ッパーコード）ごととする。 
７ 日本貿易保険は、下記に掲げる場合については、保険契約

の締結を制限することができる。 
一 保険関係成立期間に締結される輸出契約等が次のいずれ

かに該当すると認められる場合 
イ 限度額設定型貿易保険の取扱いについて（平成１５年

３月１４日０３-制度-00020）に定める基準に適合しない 
ロ 取引上の危険が大である 

 二 保険契約者が、約款第 22条第４項に基づき日本貿易保険

により保険契約を解除された場合 
三 前号に掲げる場合ほか、保険契約の締結が限度額設定型

貿易保険に係る事業運営の安定性及び保険契約者の公平性

を損なうおそれがあると認められる場合 
（保険料） 

第４条 保険契約を締結又は保険金支払限度額を増額した場合

の保険契約者が納付すべき保険料の額は、「貿易保険の保険料

率等に関する規程」（平成１６年７月２日 04-制度-00034）
に基づき算出された額とする。 

２ 保険契約者は、前項の保険料を、保険契約時又は保険金支

払限度額の増額時に一括して納付するものとする。ただし、

保険料の額がそれぞれ 3,000 円に満たないときは、保険契約

者が納付すべき保険料はそれぞれ 3,000 円とする。 
３ 保険契約者は、日本貿易保険が認めた場合、第１項の保険

料の額の 100 分の 50 を保険契約の締結時に、100 分の 50 を

日本貿易保険の指定した日に納付することができる。ただし、

保険金支払限度額を増額した場合に納付すべき保険料につい

ては、この限りではない。 

４ 約款第 22条第６項に規定する保険料返還の時期は、保険関

係の成立した輸出契約等の決済期限のうち最も遅いものから

45 日を経過した日以降とする。ただし、日本貿易保険が認め

る場合は、この限りではない。 
 

上の保険契約を締結しない。ただし、日本貿易保険が認めた

場合は、この限りではない。 
６ 約款第８条第５項に規定する被保険者は、保険利用者名（シ

ッパーコード）ごととする。 
７ 日本貿易保険は、下記に掲げる場合については、保険契約

の締結を制限することができる。 
一 保険関係成立期間に通知される輸出契約等が次のいずれ

かに該当すると認められる場合 
イ 限度額設定型貿易保険の取扱いについて（平成１５年

３月１４日０３-制度-00020）に定める基準に適合しない 
ロ 取引上の危険が大である 

二 前号に掲げる場合ほか、保険契約の締結が限度額設定型

貿易保険に係る事業運営の安定性及び保険契約者の公平性

を損なうおそれがあると認められる場合 
 

 

（保険料） 

第４条 保険契約を締結又は保険金支払限度額を増額した場合

の保険契約者が納付すべき保険料の額は、「貿易保険の保険料

率等に関する規程」（平成１６年７月２日 04-制度-00034）
に基づき算出された額とする。 

２ 保険契約者は、前項の保険料を、保険契約時又は保険金支

払限度額の増額時に一括して納付するものとする。ただし、

保険料の額がそれぞれ 3,000 円に満たないときは、保険契約

者が納付すべき保険料はそれぞれ 3,000 円とする。 
３ 約款第 22 条第６項に規定する保険料返還の時期は、保険関

係の成立した輸出契約等の決済期限のうち最も遅いものから

45 日を経過した日以降とする。ただし、日本貿易保険が認め

る場合は、この限りではない。 
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第５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 （略） 

 

第７条 （略） 

 

（保険関係の成立） 

第５条 約款第２条第１項及び約款第 21 条第１項に規定する

通知の期限が日曜日、土曜日、休日又は１２月３１日に該当

するときは、直後の日本貿易保険の営業日までに通知する。 
（通知の遅滞の取扱い） 

第６条 日本貿易保険は、前条に規定する、通知の期限を経過

した後原則１月以内に輸出契約等の締結又は変更の通知を受

けた場合には、通知遅滞理由書の提出を求め、当該通知の遅

滞について正当な理由があると認めたときは、輸出契約を締

結した日にさかのぼって保険関係を成立させ、又は、保険関

係が効力を有するものとすることができる。 
 

 

第７条 （略） 

 

（表示通貨と異なる通貨による決済条件付輸出契約等） 

第８条 輸出契約等であって、代金又は対価（以下「代金等」

という。）の決済が契約額の表示通貨（建値）と異なる通貨に

より行われる旨の規定を有するもの（表示通貨と異なる通貨

への換算の方法が明確に定められているものに限る。）につい

て、輸出契約等の締結の通知を行う場合の扱いは、次の各号

による。 
一 通知時に、決済期限における表示通貨と異なる通貨によ

る決済金額が確定している輸出契約等は、決済金額建ての

契約として取り扱うものとする。 
二 通知時に、決済金額が確定していない輸出契約等は、表

示通貨建の契約として取り扱い、決済通貨で表示された決

済金額が確定した場合は、約款第 21 条第１項の通知を行う

ものとする。 
 

 

第９条 （略） 

 

第 10条 （略） 
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第８条 （略） 

 

第９条 （略） 

 

第 10条 （略） 

 

第 11条 （略） 

 

第 12条 （略） 

 

第 13条  （略） 

 

第 14条 （略） 

 

第 15条 （略） 

 

第 16条 （略） 

 

第 17条 （略） 

 

附  則 

１．この改正は、平成 23年１月１日から実施する。 

２．第３条第２項及び第４条第３項は、平成 23年２月１

日以降に締結された保険契約について適用する。 

第 11条 （略） 

 

第 12条 （略） 

 

第 13条 （略） 

 

第 14条 （略） 

 

第 15条  （略） 

 

第 16条  （略） 

 

第 17条 （略） 

 

第 18条 （略） 

 

第 19条 （略） 

 

第 20条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 


